
令和３年７⽉作成 
『実務解説 ⾏政訴訟』正誤表 

 
以下の誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。 

 ※令和３年７⽉発⾏の第２刷では以下の修正は反映済です。 
 
 
xix ⾴ 14 ⾏⽬  
誤 基準時の  
正 判断基準時の 
 
xix ⾴ 15 ⾏⽬  
誤 基準時の  
正 判断基準時の 
 
xxiv ⾴下から１⾏⽬ 
誤 確認判決の 
正 確定判決の 
 
xxv ⾴ 11 ⾏⽬ 
誤 確認判決の 
正 確定判決の 
 
25 ⾴・注 22)  
誤 改正⾏訴法執務資料 
正 改正⾏訴執務資料 
 
35 ⾴ 18 ⾏⽬  
誤 ⾏審法 2 条 1 項  
正 ⾏審法 1 条 2 項 
 
35 ⾴・注 13） 
誤 ⾏審法 2 条 1 項 
正 ⾏審法 1 条 2 項 
 
41 ⾴ 14 ⾏⽬ 
誤 規範を定⽴⾏為は 
正 規範定⽴⾏為は 
 
55 ⾴ 18 ⾏⽬ 
誤 考えられる個別の 
正 考えられる。個別の 
 
77 ⾴ 18 ⾏⽬  
誤 権利侵害状態の 
正 権利侵害状態が 



 
82 ⾴９⾏⽬ 
誤 攻撃防護⽅法 
正 攻撃防御⽅法 
 
83 ⾴・注 98) 
誤 法解 
正 判解 
 
95 ⾴・注 121) 
誤 実務的研究 186 ⾴。 
正 違法性の承継の概念及び無効の場合につき実務的研究 185〜186 ⾴参照。 
 
98 ⾴ 18 ⾏⽬ 
誤 しやがってまた 
正 したがってまた 
 
121 ⾴・注 174) 
誤 鶴岡稔彦「抗告訴訟の訴訟物と取消判決」新⼤系(25)262〜263 ⾴。 
正 以上につき実務的研究 204〜205 ⾴、鶴岡稔彦「抗告訴訟の訴訟物と取消判決」新⼤系(25)262〜263

⾴。 
 
138 ⾴下から５⾏⽬ 
誤 狭義の訴えの利益（⾏訴法 36 条） 
正 狭義の訴えの利益 
 
150 ⾴・注 32） 
誤 （第 4 次補訂版』 
正 （第 4 次補訂版）』 
  
156 ⾴・注 43） 
誤 参考になる 
正 参考になる。 
 
166 ⾴ 4 ⾏⽬ 
誤 すべきであるにかかわらず 
正 すべきであるにもかかわらず 
 
167 ⾴・注４） 
誤 ⽇本弁護⼠会連合会⾏政訴訟センター 
正 ⽇本弁護⼠連合会⾏政訴訟センター 
 
169 ⾴ 7〜8 ⾏⽬ 
誤 その他の不作為の 
正 また、その他の不作為の 
 



171 ⾴・注 15） 
誤 法令に基づく申請を 
正 「法令に基づく申請」を 
 
173 ⾴下から７⾏⽬ 
誤 交付決定または申請拒否⾏為 
正 交付決定⼜は申請拒否⾏為 
 
181 ⾴ 8 ⾏⽬ 
誤 （控訴⼈）の同意が要するとされ 
正 （控訴⼈）の同意を要するとされ 
 
188 ⾴下から２⾏⽬ 
誤 果してあったのか否かを 
正 果してあつたのか否かを 
 
189 ⾴・注 52） 
誤 ⾏政指導⽅針が⼀応固まるにいたったと 
正 ⾏政⽅針が⼀応固まるに⾄つたと 
 
199 ⾴ 15 ⾏⽬ 
誤 すなわち裁決主義 
正 すなわち、裁決主義 
 
201 ⾴６⾏⽬ 
誤 申請権の存在を前提とした 
正 申請権の存在を前提とする 
  
204 ⾴４⾏⽬ 
誤 ３つある 
正 ３つである 
 
207 ⾴ 15 ⾏⽬ 
誤 上記２のとおり申請型義務付け訴訟 
正 上記２のとおり、申請型義務付け訴訟 
  
211 ⾴下から１⾏⽬ 
誤 原告が裁判所にに対し求める処分 
正 原告が裁判所に対し求める処分 
 
213 ⾴２⾏⽬ 
誤 判断できるにもかかわらず請求を棄却 
正 判断できるにもかかわらず、請求を棄却 
 
221 ⾴５⾏⽬ 
誤 基礎付ける事実を問題としたものは 



正 基礎付ける事実を問題とする場合 
 
223 ⾴下から２⾏⽬ 
誤 他⽅で義務付け訴訟 
正 他⽅で、義務付け訴訟 
  
224 ⾴⾒出し 
誤 申請４ 基準時 
正 申請４ 判断基準時 
 
224 ⾴⼩⾒出し 
誤 １ 基準時の 
正 １ 判断基準時の 
 
225 ⾴⼩⾒出し 
誤 ２ 基準時の 
正 ３ 判断基準時の 
 
226 ⾴８⾏⽬ 
誤 すなわち取消訴訟の 
正 すなわち、取消訴訟の 
 
231 ⾴・注 75） 
誤 重視してる可能性もある 
正 重視してる可能性がある 
 
235 ⾴・注 10） 
誤 除外されている 
正 除外している 
 
236 ⾴５⾏⽬ 
誤 第５章参照 
正 第４章申請―２参照 
 
236 ⾴・注 13） 
誤 権限が 
正 権限の存在が 
 
同 
誤 処分権限がない者を被告として訴えられた 
正 処分権限がない者を被告として訴えた 
 
238 ⾴１⾏⽬ 
誤 処分をすることが 
正 処分をしないことが 
 



238 ⾴２⾏⽬ 
誤 処分をしないよう 
正 処分をするよう 
 
238 ⾴下から３⾏⽬ 
誤 第５章に 
正 第４章申請―５に 
 
239 ⾴下から２⾏⽬ 
誤 東京地判平成 19年２⽉９⽇税資 257号 10630順号 
正 東京⾼判平成 19年 8⽉ 29 ⽇税務訴訟資料 257号 10768順号 
 
242 ⾴下から５⾏⽬ 
誤 第三者である⼦ 
正 国外退去を命じる裁決（本件裁決）による第三者である⼦ 
 
244 ⾴下から５⾏⽬ 
誤 判断された、にすぎない 
正 判断されたにすぎない 
 
245 ⾴２⾏⽬ 
誤 主張された事業 
正 主張された事案 
 
246 ⾴下から６⾏⽬ 
誤 ことからとする 
正 ためであるという 
 
247 ⾴ 11 ⾏⽬ 
誤 回復不能 
正 回復困難 
 
247 ⾴下から１⾏⽬ 
誤 肯定例がある。 
正 肯定例が存在する。 
 
247・注 45） 
誤 損害が 
正 損害を 
 
248 ⾴下から３⾏⽬ 
誤 と評する 
正 とも評する 
 
249 ⾴注 50） 
誤 不受理事案による 



正 不受理による 
 
250 ⾴５⾏⽬ 
誤 の重複についての 
正 重複するという 
 
 
251 ⾴下から５⾏⽬ 
誤 される 
正 指摘されている 
 
253 ⾴・注 57） 
誤 性質 
正 特殊性 
 
254 ⾴・注 62） 
誤 このような類型 
正 このような要件 
 
257 ⾴ 12 ⾏⽬ 
誤 についての⽼齢加算 
正 の⽼齢加算 
 
260 ⾴・注 82） 
誤 条解 755 ⾴〔川神裕〕。 
正 条解 755 ⾴〔川神裕〕も参照。 
 
261 ⾴下から１⾏⽬ 
誤 「役員」か 
正 「役員」であるか 
 
261 ⾴・注 83） 
誤 を参照。 
正 も参照。 
 
262 ⾴・注 85） 
誤 というのは 
正 という点が 
 
263 ⾴・注 88） 
誤 ⼤島義則 
正 具体的状況における対応につき、⼤島義則 
 
同 
誤 15号 125 ⾴。 
正 15号 125 ⾴を参照のこと。 



 
264 ⾴ 14 ⾏⽬ 
誤 できる」としたが 
正 できる」としたところ 
 
264 ⾴ 15 ⾏⽬ 
誤 認めないことは 
正 認めないことが 
 
264 ⾴下から６⾏⽬ 
誤 棄却したものである。 
正 棄却した。 
 
266 ⾴下から１⾏⽬ 
誤 あるとしたものがある 
正 あると指摘するものがある 
 
273 ⾴９⾏⽬ 
誤 ⾏訴法 35 条の 5 第 2 項 
正 ⾏訴法 37 条の 5 第 2 項 
 
328 ⾴４⾏⽬ 
誤 法律関係を確認しまたは形成する処分または 
正 法律関係を確認し⼜は形成する処分⼜は 
 
328 ⾴６⾏⽬ 
誤 その他公法上の 
正 その他の公法上の 
 
329 ⾴ 12 ⾏⽬ 
誤 ⻑野地判昭和 36年 
正 ⻑野地判昭和 39年 
 
329 ⾴ 20 ⾏⽬以下 
誤 存在意義を明確にされた５）。従来あまり利⽤されてこなかった公法上の確認訴訟について、実効的な

権利救済の観点から活⽤を促す趣旨６）で、すなわち、⾏政事件訴訟の⼀類型として、⾏訴訟４条に「公
法上の権利関係に関する確認の訴えその他公法上の 

正 存在意義を明確にすべく，⾏政事件訴訟の⼀類型として，公法上の確認訴訟が明記されることとなっ
た５）。平成 16 年⾏訴法改正において，従来あまり利⽤されてこなかった公法上の確認訴訟について，
実効的な権利救済の観点から活⽤を促す趣旨６）で、⾏訴訟４条に「公法上の法律関係に関する確認の
訴えのその他公法上の 

 
330 ⾴３⾏⽬ 
誤 法律関係を確認しまたは形成する処分 
正 法律関係を確認し⼜は形成する処分 
 



330 ⾴・注９） 
誤 名古屋⾼判昭和 52年８⽉１⽇ 
正 名古屋⾼判昭和 52年８⽉ 18 ⽇ 
 
同 
誤 ⼤阪地判平成４年６⽉２⽇ 
正 ⼤阪地判平成４年６⽉ 26 ⽇ 
 
332 ⾴２⾏⽬ 
誤 ⼟地収容事件 
正 ⼟地収⽤事件 
 
334 ⾴ 2 ⾏⽬ 
誤 確認判決 
正 確定判決 
 
334 ⾴ 13 ⾏⽬ 
誤 確認の訴えその他公法 
正 確認の訴えその他の公法 
 
334 ⾴ 15 ⾏⽬ 
誤 限定列挙していないが 
正 限定列挙しておらず 
 
335 ⾴・注 25） 
誤 前掲⻑野地判昭和 36年 
正 前掲⻑野地判昭和 39年 
 
338 ⾴ 17 ⾏⽬ 
誤 確認判決 
正 確定判決 
 
342 ⾴ 1 ⾏⽬ 
誤 判事した。確認の利益を認めなかった。 
正 判⽰し、確認の利益を認めなかった。 
 
342 ⾴ 12 ⾏⽬ 
誤 他⽅、学説のは、 
正 他⽅、学説には、 
 
343 ⾴ 16 ⾏⽬ 
誤 争った訴訟おいて、 
正 争った訴訟において、 
 
343 ⾴ 19 ⾏⽬ 
誤 実質的当事者訴訟としての確認訴訟である。 



正 実質的当事者訴訟としての確認訴訟であると明⽰されてはいない。 
 
344 ⾴ 19 ⾏⽬ 
誤 累積加重に 
正 累積加重的に 
 
346 ⾴１⾏⽬ 
誤 要している聞に、 
正 要している間に、 
 
351 ⾴下から 2 ⾏⽬ 
誤 ４号訴訟 
正 ４号請求 
 
356 ⾴２⾏⽬ 
誤 地⾃法改正（令和 2年 4⽉ 1 ⽇施⾏予定）において、議会が住⺠監査請求があった後、当該請求に 
正 地⾃法改正において、住⺠監査請求があった後、議会が当該請求に 
 
356 ⾴４⾏⽬ 
誤 意⾒を聴取すること 
正 意⾒を聴取することや 
 
356 ⾴ 13 ⾏⽬ 
誤 という附帯決議 
正 との附帯決議 
 
357 ⾴下から 7 ⾏⽬ 
誤 怠る事実（以下、財務会計上の⾏為⼜は怠る事実を「当該⾏為等」という。）に限って 
正 怠る事実に限って 
 
362 ⾴ Point下から 2 ⾏⽬ 
誤 できなかった場合に 
正 できなかった場合で、かつ 
 
364 ⾴・注 20） 
誤 予想外⽀出 
正 財務会計上の⾏為 
 

以上 


